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○燕市都市計画審議会条例

平成 18 年 3 月 20 日

条例第 164 号

(設置)

第 1 条 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 77 条の 2 第 1 項の規定に基

づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市長の

諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、燕市都市計画審議

会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第 2 条 審議会は、委員 16 人をもって組織する。

2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運

営の基準を定める政令(昭和 44 年政令第 11 号)第 3 条第 1 項及び第 2 項に規

定する者のうちから、市長が任命する。

3 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第 3 条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨

時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干

人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員はその特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は

その専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第 4 条 審議会に会長及び副会長各 1 人を置き、会長は学識経験のある者に

つき任命された委員のうちから委員の選挙によって、副会長は委員の互選に

よって選任する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第 5 条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の 2 分の 1 以上が出席しな

ければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数を

もって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第 6 条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(雑則)

第 7 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

会長が審議会に諮って定める。

附 則

この条例は、平成 18 年 3 月 20 日から施行する。
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燕市立地適正化計画策定 

第 12 回燕市都市計画審議会 資料 
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１－１ 「立地適正化計画」の目的・意義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２ 「立地適正化計画」のイメージ（資料：改正都市再生特別措置法等について（国土交通省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－３ 計画の内容 

（１）計画の位置づけ 

燕市立地適正化計画は、上位計画となる第２次燕市総合計画等との整合を図りつつ、燕市都市計画マ

スタープランを具体化して将来都市像の実現を目指すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の記載事項 

 

 

 

 

 

 

（３）目標年次 

概ね 20 年後の都市の姿を展望した上で、必要となる都市機能、居住を誘導すべき区域などについて

検討します。概ね５年ごとに評価を行い、必要に応じて適宜見直しを行います。見直しは、都市計画マ

スタープランの見直しと併せて実施することが理想的です。 
 

（４）検討の経過 

 

 

  

「立地適正化計画」の目的・意義 

■都市再生特別措置法に基づく、都市における居住、都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括

的なマスタープラン（市町村都市計画マスタープランの「高度化版」）。 
■医療・福祉・子育て支援・商業施設等や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする全ての住民

が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の

構造を見直し、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の都市構造を形成していくための計画。 

コンパクトシティをめぐる誤解 

一極集中 

市町村内の、最も大きな拠点（ターミナル

駅周辺等）１箇所に、全てを集約させる。 

全ての人口を集約 

全ての居住者（住宅）を一定のエリアに集

約させる。 

≪Ｈ２８年度の検討内容≫ 

・将来人口推計と将来見通しに

おける都市構造上の課題を分

析した上で、まちづくりの方

針を設定する他、居住誘導区

域、都市機能誘導区域、誘導

施設等の素案について検討。 

≪Ｈ２９年度の検討内容≫ 

・H28年度の検討内容を精査。 

↓ 

・目標値や評価方法等について

の検討を行い、立地適正化計

画（素案）を作成し、説明会、

パブコメ、都計審等を経て計

画を策定。 

１．立地適正化計画制度の概要 

【9,311ha(燕弥彦都計)】 

【1,864ha】 

強制的な集約 

居住者や住宅を強制的に短期間で集約させ

る。 

■必ず定める事項 

・立地適正化計画の区域（＝都市計画区域） 

・立地の適正化に関する基本方針 

・居住誘導区域の設定と誘導施策 

・都市機能誘導区域の設定と誘導施策 

・誘導施設と整備事業等 

第２次燕市総合計画 

（7年後の将来像を定めた計画） 

計画期間：平成 28 年度～34 年度 
 

燕市総合戦略 

（実効性に特化した戦略的な計画） 

計画期間：平成 27 年度～31 年度 
 

整合 

燕市都市計画マスタープラン 
（平成 22年 3月） 

計画期間：平成 22 年度～37 年度 

燕市立地適正化計画 
（平成 30年 3月策定予定） 

拠点連携型 
中心的な拠点だけではなく、旧町村の役場周辺等の生

活拠点も含めた、多極ネットワーク型のコンパクト化

を目指す。 

・庁内関係各課で政策的な課題を共有した

上で、まちづくりの方針（ターゲット）と

課題解決に向けた施策、誘導方針（ストー

リー）を明確にし、その実現に向けて必要

となる誘導施設や区域の設定を行うこと

が必要。 

「立地適正化計画」の背景 

■地方都市では、市街地が拡散する中、人口減少や少子高齢化が進んでおり、生活サービスの低下が懸念さ

れます。また、老朽化した公共施設の維持管理が厳しい財政状況を圧迫しています。このため、高齢者や

子育て世代等の健康で快適な生活環境の実現や、財政上持続可能な都市の経営が強く求められています。 

全ての人口の集約を図るものではない 

既存の集落やコミュニティを否定するものではない。

農山村部や里地里山の保全は必要。 

緩やかな誘導による集約 

インセンティブを活用し、時間をかけながら居住の集

約化を誘導。 
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（１）燕市の人口・世帯数の推移 

燕市の人口は、平成 12年の 84,297人をピークに減少傾向に転じており、平成 27年の人口は

79,784人で、40 年前の昭和 50年頃と同水準となっています。 

一方、世帯数は、一貫して増加傾向を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ－燕市の人口・世帯数の推移（資料：国勢調査） 

 

（２）燕市の年齢構成別人口の推移 

15 歳以上 65歳未満の人口は昭和 60年をピークに減少し、15歳未満の人口と 65歳以上の人口

は平成 12年に逆転するなど、少子高齢化が進んでいます。 

平成 17年には高齢化率が 21％を超え、超高齢社会に突入し、平成 27年の高齢化率は 28.7％と

全国平均（26.6％）を上回る状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

グラフ－燕市の年齢構成別人口の推移（資料：国勢調査）※年齢不詳は 65歳以上に含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ－燕市の年齢構成別人口割合の推移（資料：国勢調査）※年齢不詳は 65歳以上に含む 

 

（３）人口集積の状況 

燕市の用途地域（住宅の立地が規制されている工業専用地域を除く）は 1,611haが指定されてお

り、用途地域内には平成 27年 3月 31日時点で 49,931人が居住しています。 

これらの都市計画区域（面積 9,311ha、人口 81,310人）に占める比率は、面積が 17.3％、人口が

61.4％で、県内他都市の状況と比較すると、用途地域内への人口集積は比較的高いものの、都市計画

区域に占める用途地域の割合が高いことが、要因の１つにあると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ－新潟県内各市町の都市計画区域に対する用途地域（工業専用地域を除く）の面積及び人口の比率 

（資料：新潟県の都市計画“資料編”（人口は H27.3.31 時点の住民基本台帳データ）） 

 

 

 

 

（人） 

２．燕市の人口・世帯数の現状 
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（１）燕市の将来推計人口 

今後も人口減少が続き、市全体の人口は 2040年には 62,613人（平成 27年から 17,171人減）になる

と推計されています。 

また、高齢化率は約 9.3ポイント増加し、2040年には 38.0％に達すると見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ－燕市の将来人口推計（資料：国立社会保障人口問題研究所）※Ｈ27 までは国勢調査 

（２）500ｍメッシュ別人口密度の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）500ｍメッシュ別人口の増減 

全市的に人口は減少すると

推計されており、特に燕、吉

田、分水市街地の中心部で著

しく減少する見通しです。 

また、ＪＲ燕三条駅の周辺

では、わずかに人口が増加す

る見通しです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）500ｍメッシュ別高齢者人口の増減 

全市的に高齢者人口は増加

すると推計されており、特に

ＪＲ燕三条駅の周辺や新生

町・花園町の住宅市街地、Ｊ

Ｒ吉田駅と北吉田駅間の住宅

市街地、ＪＲ分水駅東側の住

宅市街地等で顕著となってい

ます。 

一方、燕、吉田、分水市街

地の中心部（在来線の駅周

辺）では、高齢者人口が著し

く減少する見通しです。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

人口の増減 

2010年⇒2040年 

2010年 2040年 

３．人口の将来見通し（社人研推計） 

高齢者の増減 

2010年⇒2040年 

（人） 

人口集中地区の目安となる 40 人

/ha以上のエリアが、燕、吉田、分水

市街地の中心部で見られます。 

人口の低密度化が、更に進み、

40人/ha以上のエリアは消滅す

る見通しです。 

実 数 推 計 

図－500ｍメッシュ別人口密度の将来見通し（資料：国勢調査（2010年）国立社会保障人口問題研究所（2040 年） 

図－500ｍメッシュ別人口増減（資料：国勢調査（2010 年）国立社会保障人口問題研究所（2040年） 

図－500ｍメッシュ別高齢者人口増減（資料：国勢調査（2010年）国立社会保障人口問題研究所（2040年） 



- 4 - 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－人口集中地区（ＤＩＤ）の変遷（資料：国土数値情報「ＤＩＤ人口集中地区」） 

年 
人口 

（人） 

面積 

（㏊） 

DID 内 

人口密度 

（人/㏊） 
1960 
(S35) 33,323 343 97.2 

1965 
(S40) 34,846 359 97.0 

1970 
(S45) 37,134 483 76.9 

1975 
(S50) 37,485 560 67.0 

1980 
(S55) 38,902 653 59.5 

1985 
(S60) 36,524 646 56.5 

1990 
(H2) 35,529 759 46.8 

1995 
(H7) 36,434 797 45.7 

2000 
(H12) 35,122 802 43.8 

2005 
(H17) 34,082 811 42.0 

2010 
(H22) 32,475 827 39.3 

 

吉田 

燕 

分水 

三条 

  

土地利用の実態と課題 

平成 26年 

燕、吉田、分水の既存市街地を中心に市街地が拡大 市街地拡大の一方で人口が減少し、人口密度が低下 

図－土地利用の変化（資料：国土数値情報「土地利用細分メッシュ」） 

・更なる市街地の低密度化が懸念 

されます。 

 

・燕市のＤＩＤ区域内人口は、昭

和 55年以降、減少傾向に転じて

おり、平成 22年では、昭和 35

年当時の水準にまで減少してい

ます。 

・一方、都市的土地利用は既存の

市街地を中心に大きく拡大して

おり、平成 22年のＤＩＤ区域面

積は、昭和 35年の約 2.4倍にま

で拡大しています。 

・この結果、ＤＩＤ区域内の人口

密度が低下し、市街地の拡散に

よる低密度化が進んでいます。 

 

・少子高齢化の進展等に伴い、特に

都市部における人口減少が、より

顕著になる見通しであることか

ら、拡大した市街地のままでは、

今以上に、密度の低い市街地にな

る恐れがあります。 

表・グラフ－燕市の人口とＤＩＤ内人口密度の推移（資料：国勢調査） 

昭和 51年 

（人） （人/ha） 

４．燕市の現状及び将来見通しにおける課題 ①土地利用に係る課題 

  

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010  
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燕地区 吉田地区 

分水地区 

Ｊ
Ｒ
南
吉
田
駅

 

図－人口集中地区（ＤＩＤ）の変遷（資料：国土数値情報「ＤＩＤ人口集中地区」） 
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燕地区 空き家は市街地中心部に多数点在 吉田地区 空き家は市街地中心部に多数点在 

４．燕市の現状及び将来見通しにおける課題 ①-１空き家に係る課題 
 

燕地区 吉田地区 

図－空地・空き家の分布状況（燕地区） 

（資料：燕市庁内資料） 
図－空地・空き家の分布状況（吉田地区） 

（資料：燕市庁内資料） 

用途地域界    空き家    空地      

分水地区 

図－空地・空き家の分布状況（分水地区） 

（資料：燕市庁内資料） 

空き家は市街地中心部に多数点在 

 

・市街地中心部での空き家の増加が懸念されます。 
 

・人口減少と核家族化による住宅総数の増加等に

伴い、燕市の空き家は増加傾向にあります。 

・燕、吉田、分水地区とも、市街地の中心部に空

き家が多く点在しています。 
 

・今後の人口減少や、県内世帯数の推計から燕市の

世帯数の減少が予測されることから、市街地中心

部での更なる空き家の増加が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ－空き家と空き家率の推移 

（資料：住宅・土地統計調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ－新潟県の世帯数推計 

（資料：国立社会保障人口問題研究所） 

 

空き家の実態と課題 

839 828
808

783

755
 700

 750

 800

 850

2015 2020 2025 2030 2035

（人） 

 

（千世帯） 

 

住宅総数   (27,630)   (28,540)   (30,080) 

 

2003       2008       2013 
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・適正な開発の誘導によるコンパクトな市街地の形成

が必要です。 

 

・燕市における開発行為の動向を見ると、ほとんどが

用途地域内で行われていますが、一部、用途地域や

既存集落の周辺部でも見られます。 

 

・今後の人口減少下においては、適正な開発の誘導によ

るコンパクトな市街地の形成が必要です。 

開発行為の実態と課題 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

燕地区 用途地域や既存集落の周辺部でも開発行為が行われている 吉田地区 開発行為は概ね用途地域内 

４．燕市の現状及び将来見通しにおける課題 ①-２開発行為に係る課題 
 

分水地区 用途地域の周辺部でも開発行為が行われている 

図－開発行為の動向（燕地区） 

（資料：燕市庁内資料） 
図－開発行為の動向（吉田地区） 

（資料：燕市庁内資料） 

図－開発行為の動向（分水地区） 

（資料：燕市庁内資料） 

用途地域界 
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表－用途地域内農地の状況      （単位：㎡） 

  農地 
農地 

（納税猶予） 
合計 

燕地区 1,623,391 188,509 1,811,900 

吉田地区 581,210 26,832 608,042 

分水地区 455,896 9,432 465,328 

合計 2,660,497 224,773 2,885,270 

（資料：燕市庁内資料（Ｈ28 年度））  

 

 

  

 

燕地区 吉田地区 

分水地区 

用途地域内には多くの低未利用地（納税猶予地を含む農地）が点在 

４．燕市の現状及び将来見通しにおける課題 ①-３低未利用地に係る課題 
 

 
・人口減少、世帯数の低下が懸念される中、

一段の低未利用地で、かつ今後も都市的

土地利用への転換予定がないエリアにつ

いては、用途地域からの除外（＝農振区域

への返還）も踏まえコンパクトなまちづ

くりの検討が必要です。 

・用途地域内の低未利用地（納税猶予地を

含む農地）は、平成 28年度時点で約 290

㏊存在しています。 

 

・今後の人口減少下においては、用途地域

内未利用地での適正な開発の誘導や、宅

地化が見込まれないエリアの用途地域か

らの除外など、コンパクトなまちづくり

に向けた検討が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低未利用地の実態と課題 

凡 例 

農地 

農地（納税猶予） 用途地域界 

図－低未利用地の状況（燕地区） 

（資料：燕市庁内資料） 

図－低未利用地の状況（吉田地区） 

（資料：燕市庁内資料） 

図－低未利用地の状況（分水地区） 

（資料：燕市庁内資料） 
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グラフ－循環バス、巡回バス、デマンド交通の乗車人員の推移 

(人/年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：燕市庁内資料） 

 

 

グラフ－市内主要駅の乗車人員（一日平均）の推移 

（人/日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：東日本旅客鉄道(株)資料） 

鉄道（越後線、弥彦線）の乗車人員は減少傾向 

４．燕市の現状及び将来見通しにおける課題 ②公共交通に係る課題 
 

減少傾向にあった巡回バス等の乗車人員は、 

デマンド交通（おでかけきららん号）の導入により回復基調 

 

用途地域や既存集落など、相対的に人口が集積する地域をカバー 

特に用途地域は、比較的公共交通の利便性が高い 
公共交通の実態と課題 

・公共交通空白地帯の増加が懸念さ

れます。 

・鉄道（ＪＲ）は、２路線（ＪＲ越

後線、ＪＲ弥彦線）が運行し、周

辺都市と連絡しています。 

・平成 12 年度以降、各駅とも乗車

人員は概ね減少傾向にあります。 

・バスは、循環バスが２系統、路線

バスが 17系統運行しているほか、

デマンド交通が西エリアと東エリ

アにわかれて運行しています。 

・巡回バス等の乗車人員は、平成

19 年度以降、減少傾向にありま

したが、平成 25年度にデマンド

交通（おでかけきららん号）を導

入してからは回復基調にありま

す。市民ニーズに応じた運行形態

や運行ルートの見直し等により、

循環バス（スワロー号）やデマン

ド交通は、導入以降、安定して利

用者数を伸ばしています。 

・このような公共交通は、用途地域

や既存集落など、相対的に人口が

集積する地域をカバーしていま

す。特に用途地域は、10本/日以上

の運行本数があり、比較的公共交

通の利便性が高い状況となってい

ます。 

 

・しかし、これらのエリアでは、今

後、著しい人口の減少が想定され

ることから、利用者数の減少に伴

うサービス水準の低下等により、

公共交通不便地域（10本/日未満）

や空白地域が増大する恐れがあり

ます。 人口増減 

2010→2040 

 

 

 
 

 

 

 

 

図－燕市における公共交通の実態 

図－燕市における公共交通の実態と 500ｍメッシュ別人口の増減 

用途地域や既存集落など、人口

が集積する地域は、比較的公共

交通の利便性が高い 

これらのエリアは、今後、著し

い人口の減少が想定されること

から、利用者数の減少に伴いサ

ービス水準が低下する恐れあり 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

59,134 
57,365 54,952 55,594 

53,030 

65,327 
70,164 

48,809 

71,432 

（年度） 

（年度） 

2007     2008    2009     2010    2011     2012    2013     2014    2015 
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グラフ－小規模事業者の後継者について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：燕商工会議所 2014年「小規模事業者アンケート」） 

 

 

グラフ－事業所数の推移（金属製品製造業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ－製造品出荷額等・従業者数の推移（金属製品製造業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：工業統計調査） 

 

 

グラフ－産業別稼ぐ力と雇用力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：燕市まち・ひと・しごと創生総合戦略） 

2012 年経済センサスを総務省統計局にて加工 

 

  

 

グラフ－産業別の売上高構成 

【新潟県】              【燕市】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：経済センサス活動調査（2012年）） 

産業別（大分類）の売上は、製造業に占める割合が圧倒的に高い 

４．燕市の現状及び将来見通しにおける課題 ③産業に係る課題 
 

「稼ぐ力」と「雇用力」は金属製品製造業に特化 

特に「雇用力」は群を抜いて高い 

金属製品製造業の事業所数は減少傾向 

従業者数、製造品出荷額等は、近年回復の基調にあるものの、中期的

には、ほぼ横ばいの状況 

産業の実態と課題 

・燕市の雇用と経済を支える地域

産業の衰退が懸念されます。 

 

・燕市の産業別の売上高構成を見

ると製造業に占める割合が圧倒

的に高い状況です。 

・また、産業における「稼ぐ力」

と「雇用力」は、地域産業であ

る金属製品製造業が群を抜いて

高い状況です。 

・ただし、金属製品製造業の事業

所数は減少傾向にあり、製造品

出荷額等や従業者数も近年、回

復基調にはあるものの、中期的

には、ほぼ横ばいの状況です。 

・また、小規模事業者を対象とし

たアンケート調査によると、後

継者不足の課題を抱える事業者

が多い状況です。 

 

・今後、少子化や若い世代の転出

を要因とした人口減少が進め

ば、燕市の雇用と経済を支える

地域産業の衰退が懸念されま

す。 

・また、企業誘致の引き合いはあ

るものの、工業系用途地域内に

点在する納税猶予地が工業団地

の集約・再編の制約となってい

るため、新たな企業誘致の仕組

みづくりについて、検討してい

くことが必要です。 

製造業

4,473,641
32%

卸売・小売業

6,485,547
46%

その他

3,023,939
22%

製造業

391,356
56%

卸売・小売業

239,260
35%

その他

62,715
9%

後継者不足等により今後の事業の継承は厳しい見通し 

（件） 

（億円） （人） 

2006    2007    2008    2009    2010    2012    2013    2014 

2006    2007    2008    2009    2010    2012    2013    2014 
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４．燕市の現状及び将来見通しにおける課題 ④日常的な生活サービス機能に係る課題 
 

   

100人以上減少 

50～100人減少 

20～50人減少 

20 人未満の増減 

20～50人増加 

50～100人増加 

100人以上増加 

   

500人以上減少 

300～500 人減少 

100～300 人減少 

30～100人減少 

30 人未満の増減 

30 人以上の増加 

   

 

 

 

 

 

 

 

5 人/ha未満 

5～10 人/ha 未満 

10～20人/ha未満 

20～30人/ha未満 

30～40人/ha未満 

40 人/ha 以上 

   

 

 

 

 

 

 

 

5 人/ha未満 

5～10 人/ha 未満 

10～20人/ha未満 

20～30人/ha未満 

30～40人/ha未満 

40 人/ha 以上 

   

 

 

 

 

 

 

 

5 人/ha未満 

5～10 人/ha 未満 

10～20人/ha未満 

20～30人/ha未満 

30～40人/ha未満 

40 人/ha 以上 

 

高齢者福祉施設の不足が懸念されます。 

・高齢者福祉施設は、バスでの送迎等があるため、郊外部でも一定の立

地が見られますが、多くは用途地域内に立地しています。 

・燕市では、高齢者人口の増加が想定されるエリアの一部が、高齢者福

祉施設の徒歩圏（800ｍ）に含まれていない状況です。 

 

一部、医療施設の撤退が懸念されます。 

・医療施設は、用途地域内の比較的人口密度が高いエリア（30～40

人/ha以上）に集積しており、徒歩圏（800ｍ圏内）に多くの人口

が居住しています。 

・しかし、これらのエリアでは、高齢者をはじめ、今後、著しい人口

の減少が想定されることから、一部施設の撤退等により、徒歩での

アクセスが困難な空白地域が発生する恐れがあります。また、空白

地域に居住する人口比率も増大する恐れがあります。 

 

一部、商業施設の撤退が懸念されます。 

・商業施設（延べ床面積 1,000㎡以上）やコンビニエンスストアは、

一部ロードサイド型のものを除き、多くは比較的人口密度の高いエ

リアに立地しています。 

・しかし、これらのエリアでは、今後、著しい人口の減少が想定され

ることから、一部施設の撤退等により、徒歩でのアクセスが困難な

空白地域が発生する恐れがあります。また、空白地域に居住する人

口比率も増大する恐れがあります。 

「医療施設」の立地状況と課題 「高齢者福祉施設」の立地状況と課題 「商業施設」の立地状況と課題 

人口密度 

2010年 

 

人口増減 

2010年→2040年 

 

人口密度 

2010年 

 

高齢者人口増減 

2010年→2040年 

 

人口密度 

2010年 

 

人口増減 

2010年→2040年 

 

高齢者をはじめ人

口の減少が著しい

エリアに立地する

医療施設は、今後、

撤退の恐れあり 

高齢者人口が増加するエリ

アの一部が高齢者福祉施設

の徒歩圏に含まれていない 人口の減少が著しい

エリアに立地する商

業施設は、今後、撤

退の恐れあり 

医療施設は、比較

的人口密度が高い

エリア（30～40 人

/ha 以上）に集積 

 都市機能徒歩圏（800ｍ） 

病院 

診療所(外科･内科) 

 都市機能徒歩圏（800ｍ） 

商業施設（1,000㎡以上） 

コンビニエンスストア 

   

500人以上減少 

300～500 人減少 

100～300 人減少 

30～100人減少 

30 人未満の増減 

30 人以上の増加 

 都市機能徒歩圏（800ｍ） 

高齢者福祉施設 
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・財政状況は、今後、ますます厳

しくなることが懸念されます。 

 

・人口減少や少子高齢化の進展に

伴う市民税の減少や、地価の下落

による固定資産税の減少等によ

り、自主財源比率が低下していま

す。 

・一方、歳出に関しては、高齢化の

進行等により、民生費が大幅に増

加しています。 

・また、高度成長期に整備された都

市インフラ等が、今後、一斉に更

新時期を迎えることから、今後も

これらの維持・補修に係る費用の

増加が見込まれます。 

 

・今後の少子高齢化の進行や市街

地の低密度化による自主財源の

減少、及び公共施設の維持管理の

増大等により、効率的に都市を維

持できない状況を招く恐れがあ

ります。 

グラフ－公共施設（建築物）の将来更新費用推計 （出典：燕市公共施設等総合管理計画） 

今後、公共施設やインフラ

の老朽化対策による維持管

理費が増加！ 

高齢化の進行等により、民生費

が大幅に増加！ 

自主財源

155.5億円
48%依存財源

170.7億円
52%

市税

101.0億円
31%

分担金・負担金

6.2億円
2%

使用料･手数料

3.0億円
1%

繰入金･繰越金等

23.6億円
7%

諸収入

21.8億円
7%

地方交付税

50.9億円
16%

国庫支出金

31.5億円
10%

県支出金

11.1億円
3%

地方債

51.6億円
16%

地方贈与税

10.8億円
3%

その他交付金

14.7億円
4%

自主財源

162.5億円
40%

依存財源

243.5億円
60%

市税

99.8億円
25%

分担金・負担金

5.2億円
1%

使用料･手数料

2.1億円
1%

繰入金･繰越金等

39.2億円
10%

諸収入

16.2億円
4%

地方交付税

72.2億円
18%

国庫支出金

38.2億円
9%

県支出金

22.1億円
5%

地方債

89.2億円
22%

地方贈与税

3.5億円
1%

その他交付金

18.3億円
4%

財政の現状と課題 

平成 18 年度 

平成 27年度 

燕 5-2 

燕 1 

燕 5-4 

燕 5 

グラフ－地価公示価格の下落率の推移（資料：地価公示価格） 

燕 7 

少子高齢化や人口減少、地価の下落等により自主財源比率が低下 高齢化の進行等により「民生費」が大幅に増加 

今後、公共施設の維持管理費が大幅に増加 

グラフ－財源別歳入の変化 

（資料：燕市歳入歳出決算書） 

少子高齢化等により、自主財源

比率が低下！ 

グラフ－項目別歳出の変化（資料：燕市歳入歳出決算書） 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

４．燕市の現状及び将来見通しにおける課題 ⑤経済活動・財政に係る課題 
 

市街地の中心部（商業地域）で地価

が大幅に下落（Ｈ7からＨ27の 20

年間で約 4割まで下落）！ 

1995  2000  2005  2010  2015 



- 13 - 

 

都市構造の評価に関するハンドブック（国土交通省都市局都市計画課 Ｈ26.8）に基づき評価対

象分野ごとの評価を行います。評価指標は、10万人以下の都市の平均値が示され、本市の実態と

比較することで評価が可能な以下の指標とします。 

表－燕市の都市構造に係る評価項目 

評価対象分野 評価指標 利用データ 算出方法 

生活利便性 

□公共交通利便性の高

いエリアに存する住

宅の割合 

住宅・土地統計調査（Ｈ20） 

都道府県編「最寄交通機関までの

距離別住宅数」 

市町村別の最寄交通機関まで

の距離別住宅数の総数に占め

る、駅まで1km圏内、もしく

はバス停まで200m圏内の住

宅数の割合 

□市民一人当たりの自

動車総走行台キロ 

道路交通センサス（Ｈ22） 乗用車の市区町村別自動車走

行台キロ（台キロ/日）を都市

の総人口で除して算出 

健康・福祉 

□市民一人当たりの自

動車総走行台キロ 

（再掲） （再掲） 

■高齢者徒歩圏に医療

機関がない住宅の割

合 

住宅・土地統計調査（Ｈ20） 

都道府県編「最寄医療機関までの

距離別住宅数」 

市町村別の最寄医療機関まで

の距離別住宅数の総数に占め

る500m以上の住宅数の割合 

□歩道整備率 道路交通センサス（Ｈ22） 歩道が設置された道路延長を

一般道路実延長で除して算出 

■高齢者徒歩圏に公園

がない住宅の割合 

住宅・土地統計調査（Ｈ20）  

都道府県編「最寄公園までの距離

別住宅数」 

市町村別の最寄公園までの距

離別住宅数の総数に占める

500m以上の住宅数の割合 

安全・安心 

□歩道整備率 （再掲） （再掲） 

■市民一万人あたりの

交通事故死亡者数 

(財)交通事故総合分析センター 

全国市区町村別交通事故死者数

（Ｈ22） 

1 万人あたり死者数 

■最寄り緊急避難場所

までの平均距離 

住宅・土地統計調査（Ｈ20）  

都道府県編「最寄の緊急避難場所

までの距離別住宅数」 

最寄の緊急避難場所までの距

離帯別住宅数に、距離帯の中

間値を乗じた値を合計し、住

宅総数で除して算出 

■空き家率 住宅・土地統計調査（Ｈ20） 空き家数（その他住宅）を住

宅総数で除して算出 

地域経済 

■従業者一人当たり第

三次産業売上高 

経済センサス（Ｈ24） 

第3次産業（電気・ガス、情報通信

業、運輸業、金融業等の業務分類

（F～R））の売上金額合計 

第三次産業売上高を第三次産

業従業者人口で除して算出 

■空き家率 （再掲） （再掲） 

行政運営 

□市民一人当たりの歳

出額 

統計で見る市区町村のすがた（Ｈ

24）「歳出決算総額」 

歳出決算総額を都市の総人口

で除して算出 

□財政力指数 統計で見る市区町村のすがた（Ｈ

24）総務省 地方公共団体の主要

財政指標一覧「財政力指数」 

財政力指数 

■市民一人当たり税収

額（個人市民税・固

定資産税） 

統計で見る市区町村のすがた（Ｈ

22）「市町村民税」、「固定資産

税」 

市町村民税及び固定資産税の

総額を都市の総人口で除して

算出 

■従業者一人当たり第

三次産業売上高 

（再掲） （再掲） 

エネルギー/

低炭素 

■市民一人当たりの自

動車 CO2 排出量 

（自動車走行台キロ） 

H22道路交通センサス（台キロあ

たりガソリン消費量）国土交通白

書 

小型車の自動車交通量（走行

台キロ/日）に、実走行燃費を

除して燃料消費量を求め、燃

料別CO2排出係数（ガソリ

ン）を乗じて、年換算して

CO2排出量を算出 

□市民一人当たりの自

動車総走行台キロ 

（再掲） （再掲） 

※■は、項目の代表的な指標    □は、■の指標を代替、または補完する参考資料 

 
（１）都市構造に係る評価の総括 

   健康・福祉や安全・安心に係る評価の一部で全国平均を下回る状況がありますが、生活利便

性（公共交通等）や地域経済、行政運営、環境負荷（低炭素）は、全国平均を上回る結果とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

評価指標 燕市
全国平均

(人口10万人以下)
評価

56 46
％ ％

8.2 14.2
台キロ/日 台キロ/日

8.2 14.2

台キロ/日 台キロ/日

70 66
％ ％

45 47
％ ％

79 58
％ ％

45 47
％ ％

0.73 0.57
人 人

450 719
ｍ ｍ

4.8 7.3
％ ％

13.6 9.4
百万円 百万円

4.8 7.3
％ ％

414 550
千円 千円

116 103
千円 千円

13.6 9.4
百万円 百万円

0.69 1.28
t-CO2/年 t-CO2/年

8.2 14.2
台キロ/日 台キロ/日

○：全国平均を上回る　　×：全国平均を下回る

エネルギー
/低炭素

◎運輸部門の
　省エネ・低炭素化

◎安定的な税収
　の確保

◎都市経営の効率化

○

○

○

○

○

○

0.570.68

□〈再掲〉市民一人当たりの
　自動車総走行台キロ

■市民一人当たりの

　自動車CO2排出量

■〈再掲〉従業者一人当たり
　第三次産業売上高

評価分野・評価軸

生活利便性
◎居住機能の
　適切な誘導

◎歩きやすい環境
　の形成

□公共交通利便性の高いエリア
　に存する住宅の割合

□市民一人当たりの
　自動車総走行台キロ

■高齢者徒歩圏に
　公園がない住宅の割合

□歩道整備率

■高齢者徒歩圏に
　医療機関がない住宅の割合

□〈再掲〉市民一人当たりの
　自動車総走行台キロ

■最寄り緊急避難場所までの
　平均距離

■市民一万人あたりの
　交通事故死亡者数

■〈再掲〉空き家率

■従業者一人当たり
　第三次産業売上高

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

○

■市民一人当たり税収額
　（個人市民税・固定資産税）

□財政力指数

□市民一人当たりの歳出額

□〈再掲〉歩道整備率

健康・福祉

◎都市生活の
　利便性向上

◎徒歩行動の増加と
　市民の健康の増進

行政運営

地域経済

◎サービス産業
　の活性化

◎健全な不動産市場
　の形成

安全・安心

◎歩行者環境の
　安全性の向上

◎市街地の
　安全性の確保

◎市街地荒廃化
　の抑制

■空き家率

４．燕市の現状及び将来見通しにおける課題 ⑥都市構造の評価 
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立地適正化計画は、上位計画（将来都市像）との整合を図りながら、居住や医療・福祉・商業、公

共交通等の様々な都市機能を設定し、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』のまちづくりを基

本的な考え方とする計画です。 

先に整理した将来見通しを踏まえた都市構造上の課題を踏まえつつ、燕市都市計画マスタープラン

のまちづくりの将来像『人と自然と産業が調和した夢のある都市～コンパクト都市の実現～』に含ま

れる概念や、既存集落の取り扱いに係る国の方針等を考慮し、都市づくりの理念を次のように設定し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～燕市都市計画マスタープランの抜粋～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 立地適正化計画に関わる 

まちづくりの目標 

（燕市都市計画マスタープラン抜粋） 

 

 

 

～ 都市づくりの理念 ～ 
 

地域産業を活かした職住近接の推進や公共交通の充実等により 

市街地や既存集落等に居住する誰もが 

安心、快適、便利に暮らし続けることができるコンパクト都市 

≪都市再生基本方針≫ 

・点在する市街地や、農業等の従事者が居

住している旧来からの集落にも配意す

るほか、市町村合併等の経緯、各集落

の歴史的背景も踏まえることが重要。 

１．利便性が高く、賑わいのあるまち 

・「歩いて暮らせるまち」に必要な施設

整備とまちなかでの居住を進め、利便

性が高く、賑わいのあるまち 

３．多様な拠点を結ぶ交通の骨格形成

による快適なまち 

・都市の基幹施設や広域施設、商業・娯

楽・業務施設などが整備された多様な

拠点が幹線道路や公共交通などで結ば

れた移動しやすい快適なまち 

２．環境にやさしい効率的なまち 

・低炭素社会の実現に向け、自動車交通

からの転換や既存施設の活用を図り、

過度に環境負荷がかからないまち 

≪都市計画運用指針より≫ 

・市町村の主要な中心部のみに誘導しよ

うとするのではなく、市町村合併の経

緯や市街地形成の歴史的背景等も踏ま

え、合併前の旧町村の中心部などの生

活拠点も含め検討することが重要。 

燕市では、燕、吉田、分水地区の中心部

に人口が集積する一方、広大な用途地域

外に存在する集落内にも一定の人口が集

積し、独自の生活環境を受け継いでい

る。少子高齢化が進む中、持続可能な規

模で地域生活の拠点を設定し、その拠点

を核に都市全体のコミュニティの維持を

図る必要がある。 

≪まちづくりの理念・将来像≫ 

人と自然と産業が調和した夢のある都市 

～コンパクト都市の実現～ 

５．都市づくりの理念 
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（１）上位計画における市街地等の位置付け 

「燕市都市計画マスタープラン」や「燕弥彦都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の土地利

用方針においては、既存の用途地域を市街地として位置づけています。 

また、燕三条駅、燕駅、吉田駅、分水駅の周辺は賑わいの拠点として、また燕市の中央エリアは産

業拠点として位置づけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）都市の骨格構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市の骨格構造のイメージ 

 

                           
郊外部（農業環境保全ゾーン） 

 

燕駅周辺、吉田駅周

辺、分水駅周辺、ＪＲ

燕三条駅周辺は 

「商業・業務拠点」 

燕市の中央エリアは「産業拠点」 

ＪＲ燕三条駅周辺は

「広域交流拠点」 

燕駅周辺、吉田駅周

辺、分水駅周辺は

「生活拠点」 

（出典：燕市都市計画マスタープラン） （出典：燕弥彦都市計画区域の整備、開発及び保全の方針） 

燕市役所周辺（公共公益拠点） 

燕市の中央エリア（産業拠点）金

属・小池・小関工業団地など 

 

公共公益拠点・産業拠点 

・行政機能の中枢となる拠点や燕市
の地域産業を支え、職住近接の都
市構造を実現する拠点 

公
共
交
通
軸 

ＪＲ燕三条駅周辺 
・新潟方面や関東・北陸方面と連絡す

る燕市の玄関口 

連携生活拠点 

・交通利便性を活かした各種都市機
能が集積する賑わいの拠点 

既存の用途地域 

 

市街地 

として位置づけ 

拠

点 

集落等エリア 

・郊外部に点在する従来からの生活の
拠点 

都市の骨格構造の考え方（出典：立地適正化計画作成の手引き 国土交通省） 

公民館や小学校等が立地する既存

集落等（小中川、島上、粟生津など） 

フィーダー(枝線)公共交通網 

・各拠点と郊外を連絡する公共交通 

生活拠点 

・市内において、特に人口、都市機能
等の集積が見られる生活の拠点 

デマンド交通 

幹線公共交通網 

・市外及び市内の拠点間、または拠
点内を連絡する公共交通網 

用途地域内の中心部 

・燕地区、吉田地区、分水地区における
用途地域の中心部 

鉄道（ＪＲ越後線、弥彦線） 

路線バス、循環バス 

集

落 

Ｊ
Ｒ
越
後
線 

新潟方面へ 

 

柏崎方面へ 

路
線
バ
ス 

北陸・関東方面と連絡 

弥
彦
方
面
へ 

循
環
バ
ス 

６．目指すべき都市の骨格構造 
 

      デマンド交通 

ＪＲ弥彦線 

Ｊ
Ｒ
上
越
新
幹
線
・
北
陸
自
動
車
道 

三
条
方
面
へ 

公共公益 

拠点 

既存 
集落 

既存 
集落 

新潟方面へ 

産業拠点 

循環バス 連携生活 

拠点 

合併に伴う新庁舎が、既存市街地の中心部ではなく、市域の人口重心や地理的重心

を考慮して現在の位置に整備されたことや、上位計画における都市構造の考え方等を

考慮し、拠点の段階は設けず（中心拠点は設定せず）、燕、吉田、分水市街地の中心

部を『生活拠点』として位置づけ、公共交通の充実により、相互の都市機能を補完し

つつ、日常生活をはじめとする多様な利便性を高める都市構造を実現します。 

生活拠点 

（燕） 

 

 

生活拠点 

（分水） 

 

 

生活拠点 

（吉田） 

 

 

既存 
集落 

既存 
集落 

既存 
集落 
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（１）まちづくりのターゲット 

人口減少・超高齢化社会下においても、都市の魅力を失うことなく、健全で、誰もが安全・安心、

健康、快適に暮らし続けることができる都市を構築するためのターゲットを次のように設定します。 

 

◆燕市の地域産業等の活性化を図り、人口減少下においても地域の活力

を維持していくためには、 

                    

地域産業の活性化等により、身近な働く場を創出し、働き盛

り世代の減少を極力抑制することが重要 

・燕市の上位・関連計画等に位置付けられる様々な施策との連携を

図りながら、安定した雇用の創出や定住促進による新しい人の流

れの創出、結婚・出産・子育て支援等の充実による子どもを産み

育てやすい環境の創出 

≪効果≫ 働き盛り世代の定住、ＵＩＪターンによる地域活力の維持 

                     地域産業の活性化 ※働き盛り世代：20 歳～60 歳 

 

◆これまで、人口減少下においても市街地が拡大 

             ↓ このまま人口減少が進めば、日常生活に必要なサービス機能の維

持が困難 

             ↓ 高齢化率は、2040 年時点で 38.0％と推計（全国平均 36.1％） 

             ↓ 高齢者割合の増加や高齢化の進行で、社会保障費の負担は増大し、 

健全な都市の維持に大きな影響 

                        ↓ 

人口減少・超高齢社会に対応したまちづくりが必要 

・市街地の人口密度や生活サービス機能の維持、公共交通の充実等

により、高齢者や障がい者等を含め、すべての人が、歩いて暮ら

せる環境づくり 

≪効果≫ 行動範囲が広がることで高齢者の健康寿命が延伸 

         ⇒ 社会保障費の抑制 

         ⇒ 親の介護等に係る負担の軽減や、家庭や地域で子供た

ちを見守る体制が整うことで、働き盛り世代が働きや

すい環境が創出される 

 

◆自主財源が減少する状況下では、 

                       

公共施設の再編・適正管理により財政支出を抑制することが

必要 

・燕市公共施設等総合管理計画（Ｈ27.3）等との整合を図りなが

ら、公共施設を適正管理 

≪効果≫ 財政支出（公共施設の維持・更新費）の抑制    

 

（２）居住の誘導方針 

概ね既存の用途地域を、「居住を誘導する区域」とし、次の方針により居住を誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①市街地の拡大を抑制し、燕市の上位・関連計画に位置づけられる様々な施策

との整合を図りながら、働き盛り世代の人口流出の抑制、市外からの移住と

市内からの住み替えを促進し、持続的なコミュニティの形成を図ります。 

②居住を誘導する区域に、全ての人口の集積を図るものではなく、公共交通等の

充実により、伝統文化や豊かな自然と共存する既存集落等のコミュニティを維

持します。 

③強制的な誘導ではなく、都市部において、生活サービス機能や公共交通が充

実した良好な居住環境の創出やインセンティブの付与等による「ゆるやかな

誘導」を基本とします。 

７．まちづくりの方針 

職住近接 
の実現等による 

働き盛り世代 
の定住・移住の 

促進 

 
居住を誘導する区域 

生活拠点 

既存集落のコミュニティの維持 

他都市からのＵＩＪターン等の受け入れ 

自然に包まれた暮らしを希望するＵＩＪターンの受け入れ 

働き盛り世代の流出抑制 

 

 

公共施設 

の再編・適正管理に 

よる財政支出の抑制 

 

 

 

高齢者等 

の安全・安心・便利で 

健康な暮らしの維持 
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【居住誘導区域の設定方針】 

 

ＪＲ燕駅、吉田駅、分水駅、燕三条駅の

周辺に広がる既存の用途地域を基本としま

すが、都市計画区域に占める用途地域面積の割合が県内

他都市と比較して高いことや、用途地域内に多数の低未

利用地が存在すること等を踏まえつつ、次の視点から設

定します。 

 

１．都市機能が集積し将来においても一定

の人口集積が見込まれるエリアに設定 
 
２．公共交通によるアクセス性に優れたエ

リアに設定 
 
３．総合的、慎重な判断が必要なエリアは地

区の実態等を踏まえ設定の是非を判断 
 
４．都市機能が持続的に維持できる適正な

規模で設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市機能誘導区域の設定方針】 

 

居住誘導区域内において、次の視点から設定し

ます。 

 

１．公共交通の利便性に優れ、かつ、都市

機能が集積するエリアに設定 

２．集約・再編等の具体的計画がある公共施

設や高次都市施設を含みエリアを設定 

３．地形地物で分断されず、徒歩や自転車

で容易に回遊できるエリアに設定 

 

≪居住誘導区域の設定（都市計画運用指針）≫ 

 

≪都市機能誘導区域の設定（都市計画運用指針）≫ 

居住誘導区域設定の基本的な考え方 

①人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービ

スやコミュニティが持続的に確保されるよう設定する。 

②都市全体における人口や土地利用、交通や財政の現状及び将来の見通しを勘案しつつ設定する。 

③居住誘導区域内外にわたる良好な居住環境の確保、地域における公共投資や公共公益施設の

維持運営などの都市経営の効率性に配慮し設定する。 

居住誘導区域を定めることが考えられる区域 

①都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点、その周辺の区域 

②都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通で比較的容易にアクセスすることができ、そこ

に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域 

③合併前の旧町村の中心部等、都市機能や居住が一定程度集積している区域 

都市機能誘導区域設定の基本的な考え方 

①居住誘導区域内において、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘

導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供が図られるよう設定する。 

都市機能誘導区域を定めることが考えられる区域 

①鉄道駅に近い業務、商業などが集積する地域等、都市機能が一定程度充実している区域 

②周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域 

※規模は、一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車等によりそ

れらの間が容易に移動できる範囲 

立地適正化計画の区域＝都市計画区域 

居住誘導区域 
都市機能誘導区域 

燕市の人口・世帯数 

・人口は、平成 12年をピークに減少。平成 27年の人口は 79,784

人で、40年前の昭和 50年頃と同水準。世帯数は、増加傾向。 

・用途地域内への人口集積は比較的高いが、都市計画区域に占

める用途地域の割合も高い。 

燕市の将来人口推計 

・概ね 20 年後の 2040年には、人口 62,613人（平成 27年から

17,171人減）、高齢化率 38.0％になる見込み。 
・人口は、燕、吉田、分水地区の中心部で著しく減少し、ＤＩＤ

の目安となる 40 人/ha 以上のエリアは消滅。 
・高齢者人口は、中心部で減少、中心部の周辺で著しく増加。 

燕市の現状 
 

①市街地が拡大する中、Ｄ
ＩＤ人口は著しく減少。 

②空き家は増加傾向で市街
地中心部に集積。 

③用途地域の周辺部で開発
行為が点在 

④用途地域内に低未利用地
が点在（約 290 ㏊） 

⑤公共交通は用途地域や既
存集落での利便性が高い 

⑥都市機能（医療、福祉、商
業等）は、人口密度が高い
エリアに集積 

⑦少子高齢化等により自主
財源比率が低下 

⑧高齢化の進行等により民
生費が増大 

⑨公共施設等の老朽化対策
に係る維持管理費が増大 

将来見通し 
における課題 

① 更なる市街地の低密度化 
 
② 市街地中心部での空き家

の増加（治安・防災の課題） 
③④ 適正な開発の誘導によ

るコンパクトな市街地
の形成 

 
⑤ 公共交通空白地帯等の増加 
 
⑥ 医療施設や商業施設の一部

撤退による利便性の低下 
⑥ 高齢者福祉施設の不足 
 
⑦⑧⑨ 財政不安の増加 

都市づくりの理念 

地域産業を活かした職住近接の推進や公共交通の充実等に

より市街地や既存集落等に居住する誰もが安心、快適、便

利に暮らし続けることができるコンパクト都市 

まちづくりのターゲット 

職住近接の実現等による働き盛り世代の定住・移住の促進 

公共施設の再編・適正管理による財政支出の抑制 

高齢者等の安全・安心・便利で健康な暮らしの維持 

≪居住の誘導方針≫ 

働き盛り世代の人口流出の抑制、都市部における生活サー

ビス機能の充実、公共交通の利便性向上等による、既存集

落のコミュニティの維持も踏まえたゆるやかな誘導 

 

コンパクトな市街地
の形成による効率的
な都市経営が不可欠 

居住誘導区域に含まないこととされている区域 
・市街化調整区域、災害危険区域、農用地区域、保安林の区域 など 

原則、居住誘導区域に含まないこととされている区域 
・土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域 など 

対策等を踏まえた総合的な判断が必要とされる区域 
・土砂災害警戒区域、浸水想定区域 など 

居住誘導区域に含めることについて慎重な判断が必要とされる区域 

・工業専用地域等住宅建築が制限されている区域、居住が集積せず空地

等が散在する区域、工業系用途地域で空地化が進展する区域 など 

８．居住誘導区域、都市機能誘導区域の設定 
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１－１ 居住誘導区域の検討 

（１）都市機能が集積し将来においても一定の人口集積が見込まれるエリア 

一定の人口集積の考え方については、本市の用途地域内人口密度の現状や都市機能の利用圏

人口等を考慮し、20 人/㏊以上を目安とします。 

2040年の将来人口において、20 人/㏊以上の人口密度が確保できるエリアは、原則、居住誘導

区域に含めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公共交通によるアクセス性に優れたエリア 

鉄道駅から 800ｍ、バス停から 300ｍを公共交通のアクセス性に優れたエリアと捉え、原則、

居住誘導区域に含めるものとします。 

 

 

 

 

 

≪燕地区≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪一定の人口集積の考え方≫ 

・一定の人口集積については、日常生活に必要な都市機能の利用圏人口とその徒歩圏から算

定した人口密度を目安とします。 

・徒歩圏については、高齢者徒歩圏の 500ｍを用いることが考えられますが、この場合、利用

圏人口が最も少ないコンビニエンスストアでも約 38 人/㏊の人口密度が必要となり、平成

26 年度末時点の用途地域内人口密度（工業専用地域を除く）が、約 31 人/㏊の本市におい

ては現実的ではありません。 

・このため、健康寿命を延伸する基本方針の考え方を踏まえ、一般的な徒歩圏 800ｍを用いて

算定した下表を参考に 20人/㏊以上を一定の人口集積があるエリアの目安とします。 

 

表－都市機能の立地に必要な人口密度 

都市機能 利用圏人口 
徒歩圏距離 

徒歩圏面積 

都市機能の立地に

必要な人口密度 

コンビニエンスストア 3,000 人 

800m 

約 200 ㏊ 

15 人/㏊ 

地区診療所、訪問サービス 5,000 人 25 人/㏊ 

診療所、デイサービスセンター 
食品スーパー 

10,000 人 50 人/㏊ 

 

図－都市機能の利用圏人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再構築戦略検討委員会専門家プレゼンテーションにより国土交通省作成 

 

 

≪徒歩圏の考え方≫ 

・鉄道駅の徒歩圏 800ｍ、バス停の徒歩圏 300ｍは、「都市構造の評価に関するハンドブック

(H26.8、国土交通省都市局都市計画課)」によるもの 

S＝1：25,000 

0             0.5         1.0㎞ 

 

凡  例 

行政界 

都市計画区域 

用途地域 

新幹線 

ＪＲ線 

高速道路 

国道・主要地方道 

公共交通徒歩圏 

鉄道（800ｍ） 

バス（300ｍ） 

【人口密度】2040年 

5 人/ha未満 

5～10 人/ha 未満 

10～20人/ha未満 

20～30人/ha未満 

30～40人/ha未満 

※500ｍメッシュ 

【都市機能】 

病院 

診療所（外科・内科） 

高齢者福祉施設 

保育園・幼稚園・認定こども園 

子育て支援施設 

学校施設 

商業施設（1,000㎡以上） 

コンビニエンスストア 

郵便局 

公共施設 

１．居住誘導区域・都市機能誘導区域（素案） 
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≪吉田地区≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪分水地区≫ 

 

 

 

  

S＝1：25,000 

0             0.5         1.0㎞ 

凡  例 

行政界 

都市計画区域 

用途地域 

新幹線 

ＪＲ線 

高速道路 

国道・主要地方道 

公共交通徒歩圏 

鉄道（800ｍ） 

バス（300ｍ） 

 

【人口密度】2040年 

5 人/ha未満 

5～10 人/ha 未満 

10～20人/ha未満 

20～30人/ha未満 

30～40人/ha未満 

※500ｍメッシュ 

【都市機能】 

病院 

診療所（外科・内科） 

高齢者福祉施設 

保育園・幼稚園・認定こども園 

子育て支援施設 

学校施設 

商業施設（1,000㎡以上） 

コンビニエンスストア 

郵便局 

公共施設 

Ｊ
Ｒ
南

吉
田
駅
 

 

S＝1：25,000 

0             0.5         1.0㎞ 

凡  例 

行政界 

都市計画区域 

用途地域 

新幹線 

ＪＲ線 

高速道路 

国道・主要地方道 

公共交通徒歩圏 

鉄道（800ｍ） 

バス（300ｍ） 

【人口密度】2040年 

5 人/ha未満 

5～10 人/ha 未満 

10～20人/ha未満 

20～30人/ha未満 

30～40人/ha未満 

※500ｍメッシュ 

【都市機能】 

病院 

診療所（外科・内科） 

高齢者福祉施設 

保育園・幼稚園・認定こども園 

子育て支援施設 

学校施設 

商業施設（1,000㎡以上） 

コンビニエンスストア 

郵便局 

公共施設 
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（３）総合的、慎重な判断が必要なエリア 

基本的な考え方で示した居住誘導区域に含まない区域や慎重な判断が望まれる区域のうち、

燕市の用途地域内に該当するものは次のとおりです。 

 

項  目 燕市で該当する区域 

居住誘導区域に含まない区域 ・該当なし 

原則、居住誘導区域に含まない

区域 

・該当なし 

対策等を踏まえた総合的な判断

が必要な区域 

・浸水想定区域 

居住誘導区域に含めることにつ

いて慎重な判断が必要な区域 

・居住が集積せず空地等が散在する区域で、居住の誘導を

図るべきでないとする区域 

・工業系用途地域で空地化が進展する区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 対策等を踏まえた総合的な判断が必要な区域（浸水想定区域） 

人口や都市機能が集積する用途地域内の大部分が信濃川や大河津分水路等が氾濫した場合の

浸水想定区域に含まれています。これらの区域を居住誘導区域から除外することは合理的でな

いことから、排水対策や防災情報の周知、避難体制の強化といったソフト施策を講じることを前

提に、居住誘導区域の除外要件にはしないこととします。 

排水対策に関しては、現在、大河津分水路の大規模改修（拡幅）やＪＲ燕三条駅周辺等内水多

発地域での抜本的な改修が行われており、水害に対する安全性は徐々に高まりつつあります。 

図－洪水浸水想定区域図 出典：国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※洪水浸水想定区域図は、指定時点（Ｈ

28.5.30）の信濃川、大河津分水路等

の河道及び洪水調整設備の整備状況

を勘案して、想定し得る最大規模の降

雨に伴う洪水により、信濃川、大河津

分水路等が氾濫した場合の浸水の状

況をシミュレーションしたもの 
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② 居住誘導区域に含めることについて慎重な判断が必要な区域 

居住が集積せず空地等が散在する用途地域内の一団の低未利用地や、工業系用途地域で空地

化が進展する区域、また、住宅と工場が混在する地域等については、エリアごとに検討を行い、

居住誘導区域の設定に関しては、次の方針とします。 

 

≪燕地区≫ 

検討 

エリア 

人
口
密
度
が
（
20
人
／
㏊
以
下
） 

都
市
機
能
の
集
積
が
少
な
い 

大
部
分
が
公
共
交
通
の
徒
歩
圏
外 

土
地
利
用
が
混
在 

一
団
の
未
利
用
地
が
存
在 

工
業
地
域
を
含
む 

土
地
利
用
方
針
が
住
居
系
以
外 

考     察 

燕-① ● ● ●  ●   

大部分が農地等の未利用地であり、西側に隣接す

る（都）水道町廿六木線も廃止の方針であることから

居住誘導区域に含めない方針とします 

燕-② ●       

用途地域外の農地を含むメッシュであるため、メッシ

ュ単位の人口密度は低いものの、用途地域内には

一定の人口集積があり、周辺には生活に必要な都

市機能が一定程度立地することから、居住誘導区

域に含める方針とします 

燕-③ ● ●  ●  ● ● 

大部分が工業系の土地利用で、都市計画ＭＰでも

工業・流通業務ゾーンに位置づけられることから、居

住誘導区域に含めない方針とします 

燕-④ ● ●   ●   

都市的土地利用と農地等の低未利用地が混在する

が、一定の人口集積があり、（都）廿六木井土巻線

の整備による宅地需要の向上も見込まれることか

ら、居住誘導区域に含める方針とします 

燕-⑤ ● ●  ● ● ●  

大部分が農地や駐車場等の低未利用地で工業地

域に指定されていることから、居住誘導区域に含め

ない方針とします 

燕-⑥ ● ●   ●   

人口や都市機能の集積が少なく、農地等の低未利

用地も多いことから、居住誘導区域に含めない方針

とします 

燕-⑦  ●  ●  ● ● 

大部分が工業系の土地利用で、都市計画ＭＰでも

工業・流通業務ゾーンに位置づけられることから、居

住誘導区域に含めない方針とします 

燕-⑧ ● ● ●     

人口や都市機能の集積が少なく、市街地の外郭を

形成する主要地方道燕分水線の外側に位置するこ

とから、居住誘導区域に含めない方針とします 

燕-⑨ ● ● ●  ●   

人口や都市機能の集積が少なく、大部分が農地等

の低未利用地であることから、居住誘導区域に含め

ない方針とします 

燕-⑩   ● ● ●   

都市的土地利用と農地等の低未利用地が混在する

が、人口や都市機能が一定程度、集積することか

ら、居住誘導区域に含める方針とします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0           0.5       1.0㎞ 

0           0.5       1.0㎞ 

凡  例 
田      畑      山林       水面 
その他自然地                 住宅用地 

商業用地                   工業用地 
公共公益用地                 道路用地 
交通施設用地                 公共空地 
その他公的施設用地              その他の空地 

凡  例 

第一種低層住居専用地域     第一種中高層住居専用地域 
第二種中高層住居専用地域    第一種住居地域 
第二種住居地域         準住居地域 

近隣商業地域          商業地域 
準工業地域           工業地域 
工業専用地域 

（都）水道町廿六木線の廃止 

※該当する項目が多いほど、居住誘導区域に含まない要素が大きくなる 

 

 

整備計画がある 

（都）廿六木井土巻線 燕-① 

燕-⑤ 

燕-⑦ 

燕-⑥ 

燕-⑩ 

燕-⑨ 

燕-⑧ 

燕-④ 

燕-① 

燕-⑤ 

燕-⑦ 

燕-⑥ 

燕-⑨ 

燕-⑧ 

燕-⑩ 

燕-② 

燕-③ 

燕-④ 

燕-⑧ 

燕-⑦ 

燕-② 

燕-③ 

検討対象エリア（工業専用地域等を除く既存の用途地域） 
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≪吉田地区≫   

検討 

エリア 

人
口
密
度
が
（
20
人
／
㏊
以
下
） 

都
市
機
能
の
集
積
が
少
な
い 

大
部
分
が
公
共
交
通
の
徒
歩
圏
外 

土
地
利
用
が
混
在 

一
団
の
未
利
用
地
が
存
在 

工
業
地
域
を
含
む 

土
地
利
用
方
針
が
住
居
系
以
外 

考     察 

吉田-① ● ●  ●  ● ● 

大部分が工業系の土地利用で、都市計画ＭＰでも

工業・流通業務ゾーンに位置づけられることから、居

住誘導区域に含めない方針とします 

吉田-② ●   ●  ● ● 

大部分が工業系の土地利用で、都市計画ＭＰでも

工業・流通業務ゾーンに位置づけられることから、居

住誘導区域に含めない方針とします 

吉田-③ ● ●   ●   

人口や都市機能の集積が少なく、大部分が農地等

の低未利用地であることから、居住誘導区域に含め

ない方針とします。 

※該当する項目が多いほど、居住誘導区域に含まない要素が大きくなる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0           0.5       1.0㎞ 0           0.5       1.0㎞ 

凡  例 

第一種低層住居専用地域  
第一種中高層住居専用地域 
第二種中高層住居専用地域  

第一種住居地域 
第二種住居地域    
準住居地域 

近隣商業地域    
商業地域 
準工業地域     

工業地域 
工業専用地域 

凡  例 
田       

畑       
山林        
水面 

その他自然地      
住宅用地 
商業用地          

工業用地 
公共公益用地     
道路用地 

交通施設用地   
公共空地 
その他公的施設用地  
その他の空地 

  

吉田-① 吉田-① 

吉田-② 

吉田-③ 

吉田-② 

吉田-③ 

検討対象エリア（工業専用地域等を除く既存の用途地域） 
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≪分水地区≫   

検討 

エリア 

人
口
密
度
が
（
20
人
／
㏊
以
下
） 

都
市
機
能
の
集
積
が
少
な
い 

大
部
分
が
公
共
交
通
の
徒
歩
圏
外 

土
地
利
用
が
混
在 

一
団
の
未
利
用
地
が
存
在 

工
業
地
域
を
含
む 

土
地
利
用
方
針
が
住
居
系
以
外 

考     察 

分水-① ● ● ● ●  ● ● 

大部分が工業系の土地利用で、都市計画ＭＰでも

工業・流通業務ゾーンに位置づけられることから、居

住誘導区域に含めない方針とします 

分水-② ● ● ●  ●   

人口や都市機能の集積が少なく、農地等の低未利

用地も多いことから、居住誘導区域に含めない方針

とします 

分水-③ ● ●   ● ●  

人口や都市機能の集積が少なく、大部分が工業系

の土地利用や農地等の低未利用地であることから、

居住誘導区域に含めない方針とします 

分水-④ ● ● ● ● ● ● ● 

大部分が工業系の土地利用や農地等の低未利用

地で、都市計画ＭＰでも工業・流通業務ゾーンに位

置づけられることから、居住誘導区域に含めない方

針とします 

分水-⑤ ● ●   ●   

燕市の幹線道路に位置づけられ、住宅地の骨格を

形成する（都）五千石野中才線の整備により、近年、

住宅地開発が行われていることから、居住誘導区域

に含める方針とします 

分水-⑥ ● ●  ●   ● 

人口や都市機能の集積が少なく、土地利用が混在

し、都市計画ＭＰでも工業・流通業務ゾーンに位置

づけられることから、居住誘導区域に含めない方針

とします 

分水-⑦ ● ●   ●   

人口や都市機能の集積が少なく、農地等の低未利

用地も多いことから、居住誘導区域に含めない方針

とします 

分水-⑧ ● ●   ● ● ● 

大部分が工業系の土地利用で、都市計画ＭＰでも

工業・流通業務ゾーンに位置づけられることから、居

住誘導区域に含めない方針とします 

※該当する項目が多いほど、居住誘導区域に含まない要素が大きくなる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡  例 
田       

畑       
山林        
水面 

その他自然地      
住宅用地 
商業用地          

工業用地 
公共公益用地     
道路用地 

交通施設用地   
公共空地 
その他公的施設用地  
その他の空地 

0           0.5       1.0㎞ 

凡  例 
第一種低層住居専用地域  

第一種中高層住居専用地域 
第二種中高層住居専用地域  
第一種住居地域 

第二種住居地域    
準住居地域 
近隣商業地域    

商業地域 
準工業地域     
工業地域 

工業専用地域 

0           0.5       1.0㎞ 

（都）五千石野中才線の整備 

 

 

分水-① 

分水-③ 

分水-⑥ 

分水-⑦ 

分水-⑧ 

分水-② 

分水-⑥ 

分水-⑤ 

分水-① 

分水-③ 

 

分水-② 

分水-④ 

分水-⑦ 

分水-⑧ 

分水-⑤ 

分水-④ 

検討対象エリア（工業専用地域等を除く既存の用途地域） 
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１－２ 都市機能誘導区域の検討 

（１）公共交通の利便性に優れ、かつ、都市機能が集積するエリア 

≪燕地区≫ 

ＪＲ燕駅の徒歩圏を中心に都市機能が集積するエリアや既存の商業地域を含み都市機能誘導

区域を設定します。 

ＪＲ燕三条駅の徒歩圏を中心に、交通利便性を活かした商業施設をはじめとする各種都市機

能が集積する区域を含み都市機能誘導区域を設定します。 

 

≪吉田地区≫ 

ＪＲ吉田駅の徒歩圏や燕市循環バスの停留所を中心に都市機能が集積するエリアや既存の商

業地域、近隣商業地域を含み都市機能誘導区域を設定します。 

 

≪分水地区≫ 

ＪＲ分水駅の徒歩圏を中心に都市機能が集積するエリアや既存の商業地域、近隣商業地域を

含み都市機能誘導区域を設定します。 

 

（２）集約・再編等の具体的計画がある公共施設や高次都市施設を含むエリア 

計画内容が把握できた段階で整理 
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１－３ 居住誘導区域、都市機能誘導区域の設定 

≪燕地区≫ 

これまでの検証結果を踏

まえ、燕地区の居住誘導区域、

都市機能誘導区域を次のよ

うに設定します。 

 

 

 

 

 

0                   0.5                1.0㎞ 

凡  例 

行政界 

都市計画区域 

新幹線 

ＪＲ線 

高速道路 

国道・主要地方道 

公共交通徒歩圏 

【都市機能】 

病院 

診療所（外科・内科） 

高齢者福祉施設 

保育園・幼稚園・認定こども園 

子育て支援施設 

学校施設 

商業施設（1,000㎡以上） 

コンビニエンスストア 

郵便局 

公共施設 

【用途地域】 

第一種低層住居専用地域  

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域  

第一種住居地域 

第二種住居地域    

準住居地域 

近隣商業地域    

商業地域 

準工業地域     

工業地域 

工業専用地域 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 

都市機能誘導区域 

居住誘導区域 
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吉
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こ
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す
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１－４ 居住誘導区域、都市機能誘導区域における届出・勧告制度 

 

届出・勧告制度は、居住誘導区域外における住宅開発等の動きや都市機能誘導区域外における

誘導施設整備の動きを把握するためのものです。居住誘導区域外で一定規模以上の住宅開発等を

行う場合、または都市機能誘導区域外で誘導施設に係る開発行為や建築行為を行う場合には、着

手する 30 日前までに市長への届出が必要になります。 

なお、届出により、誘導施設や居住の誘導等に何らかの支障が生じると判断された場合は、市

長が勧告を行う場合があります。 

 

（１）居住誘導区域に係る届出・勧告 

都市計画区域内かつ居住誘導区域外で行われる以下の行為が対象となります。 

【開発行為(※1)】 

①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

 (例 アパートやマンションなど) 

②１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為

で、その規模が 1,000 ㎡以上のもの 

(例 二世帯住宅など規模の大きい住宅) 

③住宅以外で、人の居住の用に供する建築物

として条例で定めるものの建築目的で行う

開発行為 

(例 社員寮や有料老人ホームなど) 

【建築等行為(※2)】 

①３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

(例 アパートやマンションなど) 

②人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合 

(例 社員寮や有料老人ホームなど) 

③建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等（①、②）とする場合 

 

（２）都市機能誘導区域に係る届出・勧告 

都市計画区域内かつ都市機能誘導区域外で行われる以下の行為が対象となります。 

【開発行為(※1)】 

・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発

行為を行おうとする場合 

【開発行為以外】 

・誘導施設を有する建築物を新築しようとす

る場合 

・建築物を改築し誘導施設を有する建築物と

する場合 

・建築物の用途を変更し誘導施設を有する建

築物とする場合 
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居住誘導区域や都市機能誘導区域は、用途地域内での設定が原則であるため、燕市街地におい

て懸案となっている以下の区域については、現時点で居住誘導区域や都市機能誘導区域に含め

ることはできません。 

ただし、燕市の政策として、かつ将来的に用途地域を指定することを前提に都市的土地利用へ

の転換を目指す場合には、居住誘導区域等の候補地として位置づけることが考えられます。 

都市計画マスタープランの位置づけや実態等を考慮し、各区域の候補地としての位置づけにつ

いては次の通りとします。 

※候補地の立地適正化計画への位置づけについては、新潟県や国土交通省との事前の協議を経

ることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．居住誘導区域等の候補地の検討 
 

区域３ 候補地に設定しない 
≪都市計画ＭＰでの位置づけ≫ 

将来都市構造図：農業環境保全ゾーン 

土地利用方針図：農業環境保全ゾーン 

↓ 

※工業系の用途地域に囲まれたエリアで、周辺と一体とな

った工業系の土地利用が想定され、居住の誘導には馴

染まないと考えられることから、候補地には設定しない。 

区域１ 候補地に設定しない 
≪都市計画ＭＰでの位置づけ≫ 

将来都市構造図：市街地ゾーン 

土地利用方針図：ゆとり居住ゾーン 

↓ 

※R289 号沿道の土地利用を想定したものであり、ロー

ドサイド型の土地利用が主で、居住の誘導には馴染

まないと考えられることから、候補地には設定しない 

区域４ 候補地に設定 
≪都市計画ＭＰでの位置づけ≫ 

将来都市構造図：市街地ゾーン 

土地利用方針図：ゆとり居住ゾーン 

↓ 

※市街地としての一体性や連続性を確保するため、

周辺の土地利用と一体となって居住を誘導するこ

とが望ましいと考えられることから候補地に設定 

区域５ 候補地に設定 
≪都市計画ＭＰでの位置づけ≫ 

将来都市構造図：文化・交流拠点 

土地利用方針図：田園集落ゾーン 

↓ 

※燕市県央大橋西詰周辺地域整備

基本計画（Ｈ27.6）に基づく「学びと

にぎわいゾーン」の環境整備を目

指すことから候補地に設定 

区域２ 候補地に設定しない 
≪都市計画ＭＰでの位置づけ≫ 

将来都市構造図：田園集落・農業環境保全ゾーン 

土地利用方針図：田園集落・農業環境保全ゾーン 

↓ 

※都市計画ＭＰで都市的土地利用が想定されてい

ないことから、候補地には設定しない 

区域６ 
区域１ 区域７ 

区域３ 

基幹公共施設ゾーン 

商業・業務ゾーン 

まちなか居住ゾーン 

ゆとり居住ゾーン※ 

工業・流通業務ゾーン 

田園集落ゾーン 

農業環境保全ゾーン 

自然環境保全ゾーン 

区域４ 
区域５ 

燕市都市計画マスタープラン 土地利用方針図 

※ゆとり居住ゾーン  比較的小規模な商業施設や生活関連施設の立地誘導を図

り、比較的低密度でゆとりある良好な居住環境の整備 

区域２ 

区域６ 候補地に設定 
≪都市計画ＭＰでの位置づけ≫ 

将来都市構造図：市街地ゾーン 

土地利用方針図：ゆとり居住ゾーン 

↓ 

※①（都）吉田東通り線や（都）諏訪線の整備など、都市的投

資が行われていること、②商業施設などの都市機能が既

に立地していること、③市街地としての一体性や連続性を

確保する観点から、周辺の土地利用と一体となって居住を

誘導することが望ましいと考えられること、④区間 6 を含め

た市街地の一体性を確保する観点等から候補地に設定 

区域７ 候補地に設定 
≪都市計画ＭＰでの位置づけ≫ 

将来都市構造図：行政拠点 

土地利用方針図：基幹公共施設ゾーン 

↓ 

※①公共施設及び必要最低限の生活利便施

設が集積する新たな都市核を形成するエリ

アとして位置づけられていること、②国道

116 号吉田バイパス整備との相乗効果を高

めることが期待されることなどから候補地に

設定 

※都市計画ＭＰを踏まえ、現行の用途地域に

接する形で配置 
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 1 まちづくり協議会支援事業

 2 イキイキまちづくり支援事業

66 自治会との連絡調整

 3 防災拠点（市役所）と連絡網（モノ・情報）の整備

 4 市役所周辺の防災拠点としての機能集約とインフラ整備

 5 災害対策事業（防災教育の推進）　中学生に対する支援者教育等

 6 内水多発地域の抜本的な改修

 7 建物の耐震化・不燃化・難燃化（特に密集市街地）

10 若年層の雇用創出と子どもを産み育てやすい環境の整備

47 子育て総合相談機能の整備

49 子どもシェルター事業（行き場のない子どもが羽を休める場の設置）　（検討）

11 高齢者にやさしい社会基盤づくり

31 側溝修繕事業（歩行者の安全性確保）

50 公共施設や道路・歩道、住宅等のユニバーサルデザイン化

55 介護予防・日常生活支援総合事業（歩いていける交流・活動の場の充実）

医療体制の充実 15 15 県央基幹病院を核とした医療体制の充実

13 空洞化するまちなかへ人を呼び込む対策

19 まちなかにぎわい創出支援事業 (ツバメルシェ開催事業)

20 商店街活性化事業

21 つばめ産学協創スクエア事業

65 燕市空家等対策計画に掲載の施策

 8 国家戦略特区（都市機能の用地確保に向けた柔軟な農振除外）　（申請中）

28 納税猶予地を含む開発に向けた仕組みづくり（相続税負担を見込んだ開発者による費用負担等の仕組みづくり）　（検討）

38 学校施設の適正配置（統廃合）の具体化

39 燕市幼稚園・保育園適正配置実施計画に基づく既存園の統廃合

41 学校施設の適正配置（統廃合）と整合した公民館の一体的整備　（検討）

44 燕市保健センター(旧吉田保健センター)の改修

48 子育て支援施設（子育て世代包括支援センター）整備事業　（検討）

52 グループホームの設置　（検討中）

53 重度心身障がい児者支援施設の設置　（検討中）

54 地域生活拠点（障がい者等の生活の拠点）等の整備　（検討中）

57 地域密着型特別養護老人ホーム（定員29名）の設置　平成29年5月開設予定

58 （広域型）特別養護老人ホーム（定員100名）の設置　平成30年4月開設予定

59 地域密着型特別養護老人ホーム（定員29名）の設置　平成30年4月開設予定

60 認知症高齢者グループホーム（定員18名）の設置　平成30年4月開設予定

14 高度成長期に整備された都市基盤の老朽化対策

29 老朽化した公園遊具・施設の長寿命化計画に基づく改修

30 民間活力を活かした総合・地区公園の効率的な維持管理

32 幹線道路舗装修繕事業

33 汚水処理施設整備の効率化（燕市汚水処理施設整備構想（素案）掲載の施策）

36 浄水場施設再構築事業（3浄水場の統廃合による水道事業の効率化）

37 学校施設の長寿命化計画の策定

38 学校施設の適正配置（統廃合）の具体化

39 燕市幼稚園・保育園適正配置実施計画に基づく既存園の統廃合

40 公民館の耐震改修・バリアフリー化・長寿命化

41 学校施設の適正配置（統廃合）と整合した公民館の一体的整備　（検討）

44 燕市保健センター(旧吉田保健センター)の改修

46 燕市公共施設等総合管理計画に基づき、市民ニーズを踏まえた施設の統廃合、リノベーション、コンバージョン

56 燕市公共施設等総合管理計画に基づき、市民ニーズを踏まえた施設の統廃合、コンバージョン

61 公営住宅ストック総合改善事業

62 市営団地解体事業

63 石綿セメント管更新事業

64 公共スポーツ施設の適正管理（改築、統廃合、他施設との集約化等）

18 燕市公共交通基本計画掲載の施策

42 公民館を含めた循環バス、路線バスの運行ルートの再編　（検討）

43 公共交通を軸としたまちづくり

45 燕市公共交通基本計画掲載の施策（高齢者の社会参加の促進）

51 地域生活支援事業（障がい者等の移動支援事業）　（検討中）

 9 国家戦略特区（産業基盤の強化に向けた用途地域内納税猶予地の取扱緩和） （申請中）

12 新分野進出支援と産業観光や農商工連携の強化

22 工場適地指定エリアへの工場立地集約（企業立地支援制度による支援）

23 工場等建設資金利子補給金制度

24 空き工場等活用促進補助制度

 8 国家戦略特区（都市機能の用地確保に向けた農振除外）　（申請中）

 9 国家戦略特区（産業基盤の強化に向けた用途地域内納税猶予地の取扱緩和） （申請中）

16 状況変化に合わせた線引きの見直し（農地と用途地域の線引きが複雑に入り組んでいる箇所）

17 農振法等に対する構造改革特区の申請　（提案）　

27 国家戦略特区（優良農地の保全）　（申請中）

28 納税猶予地を含む開発に向けた仕組みづくり（相続税負担を見込んだ開発者による費用負担等の仕組みづくり）　（検討）

35 一定の農地の用途地域からの除外（農地への返還）

25 農地集積・集約化促進事業

26 農地中間管理事業

34 農地の集積・集約化

25

26
347 優良農地の保全

3527 286 実情に応じた土地利用規制・緩和の実施
8

9

16

17

5 産業の活性化 9 12

22

23

24

42

43
45 51

56
61

62

4 公共交通の利便性向上 18

36

63

37

38
39

40

41

64

44
29

30
32 33

48

52

53

54

57

58

59

60

3 公共施設の適正管理、集約・再編 46 14

38 39 41 44282 都市機能の整備・充実 8

65中心市街地等の活性化 13

19

20

21

5031高齢化社会等への対応 11

47

49

55

6 7

整備方針・具体的施策

1

安全・安心
な生活環境
の整備によ
る定住促進

防災性の向上
3

4

5

地域コミュニティの維持 66
1

2

課題の柱

関連する部署

子どもを産み・育てやすい 10

３．誘導施策（参考資料）※各課への意見照会や小部会等を経て整理した整備方針・具体的施策（まちづくりの目標と関連付けて、今後、整理） 

 



燕市立地適正化計画 作業工程表

作業項目

平成２８年度 平成２９年度

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

立
地
適
正
化
計
画

(１)基礎調査

(２)上位計画・関連計画の整理

(３)課題の整理

(４)基本方針の検討（理念、方針(ターゲット)、都
市の骨格構造、施策･誘導方針(ストーリー)）

(５)都市機能誘導区域の設定

(６)居住誘導区域の設定

(７)誘導施設の検討

(８)誘導施策の検討

(７)将来目標値の検討

(８)評価方法の検討

(９)立地適正化計画のとりまとめ

会

議

等

■市長ヒアリング ● ● ● ● ●

■庁内検討委員会作業部会 ● ● ● ● ●

■庁内検討委員会 ● ● ● ● ●

■都市計画審議会 ● ● ●

■燕市議会 ● ●

■住民説明会・関係機関懇談会等

（素案の検討）

（素案の検討）

（素案の検討）

パブコメ

パブコメ意見

等の反映

立
地
適
正
化
計
画
の
策
定

住民、事業者説明会

・都計審での意見を踏

まえた H28 年度成果

の確認

（素案の検討）

原
案
の
取
り
纏
め

・最終とりまとめ・計画原案の確認

・H28 年度成果の確認

資料３


